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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水槽に設けられた排水口を閉じる排水栓蓋を、操作ボタンの操作によってレリースワイ
ヤを介して昇降させて前記排水口を開閉する遠隔操作式排水栓において、
　前記操作ボタンが取り付けられる取付対象部に形成された貫通孔に表面側から挿入され
、内部に前記操作ボタンを進退可能な案内面を有するフランジ部材と、
　前記操作ボタンの進退動作を前記レリースワイヤに伝達する機構部と、
を備え、
　前記操作ボタンは、樹脂成形品の上面を金属板でカシメて化粧した化粧部とするととも
に、前記操作ボタンの側面に、前記フランジ部材の側面に向けて突出するリブを形成して
摺動案内部とし、
　前記リブの前記フランジ部材の側面側への突出量を、前記化粧部の外径と同一もしくは
前記化粧部の外径よりも大きくしたことを特徴とする遠隔操作式排水栓の操作部構造。
【請求項２】
　前記リブの前記フランジ部材の側面側への突出量を、前記化粧部の外径よりも大きくし
たことを特徴とする請求項１記載の遠隔操作式排水栓の操作部構造。
【請求項３】
　前記リブを上下方向に走るように複数形成し、
　前記フランジ部材の前記案内面に、前記操作ボタンに形成した前記リブとリブの間に介
在する突起を形成したことを特徴とする請求項１又は２に記載の遠隔操作式排水栓の操作
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部構造。
【請求項４】
　前記操作ボタンの樹脂成形品は、前記金属板でカシメられる芯金部と、前記芯金部にイ
ンサート成形される露出部とで構成したことを特徴とする請求項１又は２に記載の遠隔操
作式排水栓の操作部構造。
【請求項５】
　前記金属板の端部は、前記樹脂成形品の露出部に埋設させたことを特徴とする請求項４
記載の遠隔操作式排水栓の操作部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作ボタンの操作をレリースワイヤを介して排水栓に伝達して、浴槽や洗面
ボウルなどの水槽の排水口を開閉する遠隔操作式の排水栓の操作部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遠隔操作式排水栓の操作部は、例えば、特許文献１に示されているように、浴槽
等の槽体に取り付けられるケーシング部の内周側に操作ボタンを進退可能に配設し、操作
ボタンを押すことによる進退動作を操作ボタンをケーシング部の内周面で摺動させて支持
する構造とされている。その際、操作ボタンの摺動がスムーズとなるように、特許文献２
に示されているように、操作ボタンの外周部に縦リブを形成することがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１５００６５号公報
【特許文献２】特開２０１２－３６７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、スムーズに操作ボタンを摺動させることができる操作部の意匠性を高める
ために、操作ボタンの上面部を金属板でカシメて化粧して、金属性の光沢を付与する試み
がなされている。
　しかし、操作ボタンの上面部をカシメている金属板は、カシメの特性上、操作ボタンの
側面まで回りこむ。すると、操作ボタンがケーシング部の内部を摺動する際に、金属板が
ケーシング部を擦ってしまい、操作ボタンをスムーズに摺動することができず、さらには
、金属板に傷がついて光沢が失われることがある。
　そこで、本発明は、かかる問題点を解消するために、操作ボタンの上面部をカシメてい
る金属板が、操作ボタンの摺動によって周囲と擦らないようにした遠隔操作式排水栓の操
作部構造を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　水槽に設けられた排水口を閉じる排水栓蓋を、操作ボタンの操作によってレリースワイ
ヤを介して昇降させて前記排水口を開閉する遠隔操作式排水栓において、前記操作ボタン
が取り付けられる取付対象部に形成された貫通孔に表面側から挿入され、内部に前記操作
ボタンを進退可能な案内面を有するフランジ部材と、前記操作ボタンの進退動作を前記レ
リースワイヤに伝達する機構部と、備え、前記操作ボタンは、樹脂成形品の上面を金属板
でカシメて化粧した化粧部とするとともに、前記操作ボタンの側面に、前記フランジ部材
の側面に向けて突出するリブを形成して摺動案内部とし、前記リブの前記フランジ部材の
側面側への突出量を、前記化粧部の外径と同一もしくは前記化粧部の外径よりも大きくし
たことを特徴とする。
【０００６】



(3) JP 6210199 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

　これによれば、操作ボタンは、その側面に形成されたリブの外側端縁がフランジ部材の
案内面を摺動する。そして、リブはフランジ部材の側面に向けて突出しているので、化粧
部の金属板がフランジ部材の案内面を擦るのを抑制することができる。そのため、操作ボ
タンをスムーズに操作することができ、さらに、金属板の傷付きを抑えて、金属板の光沢
を長期にわたり維持することができる。
【０００７】
　請求項２の発明は、前記リブの前記フランジ部材の側面側への突出量を、前記化粧部の
外径よりも大きくしたことを特徴とする。
【０００８】
　これによれば、化粧部の金属板がフランジ部材を擦るのを、確実に防止することができ
る。
【０００９】
　請求項３の発明は、前記リブを上下方向に走るように複数形成し、前記フランジ部材の
前記案内面に、前記操作ボタンに形成した前記リブとリブの間に介在する突起を形成した
ことを特徴とする。
【００１０】
　操作ボタンは、斜めからも押すことができる。操作ボタンを斜めから押すことによって
、操作ボタンを回転させようとする力が加わり、操作ボタンはフランジ部材の内部で回ろ
うとする。操作ボタンが回ると指ですべるので操作ボタンを押す力がロスして、うまく操
作できないことがある。しかし、本発明によれば、操作ボタンが斜めに押されて回ろうと
しても、リブと突起が干渉するために操作ボタンは回ることがない。よって、操作ボタン
を押す力がロスせず、押し操作が行いやすいものとなる。
【００１１】
　請求項４の発明は、前記操作ボタンの樹脂成形品は、前記金属板でカシメられる芯金部
と、前記芯金部にインサート成形される露出部とで構成したことを特徴とする。
【００１２】
　金属板をカシメるには、金属板を曲げるためのスペースが必要となる。本発明の操作ボ
タンは、側面にリブが形成されているので、そのスペースが十分にとれず、金属板をカシ
メるのが困難である。しかし、本発明によれば、芯金部に金属板をカシメた後に、樹脂を
インサート成形すればよいので、リブのある操作ボタンの上面を金属でカシメた操作ボタ
ンを容易に作製することができる。
【００１３】
　請求項５の発明は、前記金属板の端部は、前記樹脂成形品の露出部に埋設させたことを
特徴とする。
【００１４】
　これによれば、カシメられた金属板の端部を樹脂で隠しているので、金属板をカシメた
ことにより生じる金属板の端部の凹凸が露出しないので、操作ボタンの見栄えがより一層
良好なものとなる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、操作ボタンの上面部をカシメている金属板が、操作ボタンの摺動によ
って周囲と擦らないようにした遠隔操作式排水栓の操作部構造を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一の実施形態にかかる排水栓装置を示す概略図である。
【図２】図１の排水栓装置の操作部を示す側面図である。
【図３】図２に示す操作部の概略縦断面図である。
【図４】図２に示す操作部の分解図である。
【図５】図２に示す操作部を浴槽のリム部に取り付ける状態を示す側面図である。
【図６】図５に示す操作部の概略縦断面図である。
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【図７】第二の実施形態にかかる排水栓装置の操作部の概略縦断面図である。
【図８】第二の実施形態にかかる排水栓装置の操作ボタンを押した状態の操作部の概略断
面図である。
【図９】図７のＸ－Ｘ断面図である。
【図１０】第二の実施形態における操作ボタンの側面図である。
【図１１】第二の実施形態における操作ボタンの中央縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
　図１は本発明の第一の実施形態にかかる排水栓装置を示す概略図である。
　排水栓装置１００は、浴槽２００（水槽）に設けられた排水口２１０に取り付けられる
排水栓部１００Ａと、浴槽２００のリム面２２０に形成された貫通孔２２１（図３参照）
に取り付けられる操作部１００Ｂと、を備え、排水栓部１００Ａと操作部１００Ｂとをレ
リースワイヤ１６０で接続した遠隔操作式の排水栓装置である。レリースワイヤ１６０は
、操作部１００Ｂと排水栓部１００Ａとを接続するように設けられたホース１７０の内部
に配設され、アウターチューブの内部でインナーワイヤが進退するように構成されている
。
【００１８】
　排水栓部１００Ａは、浴槽２００の排水口２１０の下部に取り付けられた支持金具１８
０にレリースワイヤ１６０の一端に設けられた作動部１６５を保持させ、その作動部１６
５に排水口２１０を閉じる排水栓蓋１９０を取り付けている。後述する操作ボタン１５０
の操作によってレリースワイヤ１６０を介して作動部１６５が排水栓蓋１９０を昇降させ
ることにより、排水口２１０を開閉する。なお、図示しないが、支持金具１８０には、前
述したホース１７０の一端が取り付けられている。
【００１９】
　次に、操作部１００Ｂについて説明する。
　図２は排水栓装置の操作部を示す側面図、図３は操作部の中央縦断面図、図４は操作部
の分解図である。
　操作部１００Ｂは、外周面に雄ネジ１１３が形成された円筒部１１１の上端部に外向き
のフランジ１１２を設けたフランジ部材１１０と、フランジ部材１１０の雄ネジ１１３に
螺合する雌ネジ１２１を有する締付ナット１２０と、レリースワイヤ１６０の他端に設け
られた機構部１６２を保持してフランジ部材１１０の円筒部１１１の下端に下方から接続
される接続管１３０と、接続管１３０を締付ナット１２０に取り付ける接続管用接続具１
４０と、フランジ部材１１０の円筒部１１１の内部に進退可能に配設された操作ボタン１
５０と、を備えている。これらのフランジ部材１１０、締付ナット１２０、接続管１３０
、接続管用接続具１４０、操作ボタン１５０は、いずれも樹脂製部材である。これらのう
ち、フランジ部材１１０及び操作ボタン１５０は、樹脂成形品の上面を金属板１１６、１
５２でカシメることによって、金属の光沢が出るように化粧している。
【００２０】
　フランジ部材１１０は浴槽２００のリム面２２０の表面側から貫通孔２２１に挿通され
る。締付ナット１２０は、浴槽２００のリム面２２０の裏面側から、雌ネジ１２１をフラ
ンジ部材１１０の雄ネジ１１３に螺合させる。雌ネジ１２１を雄ネジ１１３に締め付けて
、フランジ部材１１０のフランジ１１２と締付ナット１２０とで浴槽２００のリム面２２
０を挟持する。そして、フランジ部材１１０の円筒部１１１の内周が、操作ボタン１５０
を進退可能に支える案内面１１４となる。また、案内面１１４の下端部に、内周側に突出
する突起１１５を形成している。これにより、フランジ部材１１０と締付ナット１２０と
が、浴槽２００のリム面２２０に設けた貫通孔２２１に対して操作ボタン１５０の進退を
ガイドする操作部ガイド部Ａとなる。
【００２１】
　締付ナット１２０は、その外周面の下方に、後述するガイド溝１２２を複数設けている
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。また、締付ナット１２０の下部に、接続管１３０の上端部が挿入可能な凹部１２３を形
成している。
【００２２】
　接続管１３０は、下端部にレリースワイヤ１６０の周囲を囲うホース１７０が接続され
、上端部を操作部ガイド部Ａに接続している。また、接続管１３０の内部に、機構部１６
２を保持する保持部１３１を形成している。また、接続管１３０は、上端部を外向きに突
出させた突出部１３２とし、その外周側面に、Ｏリング１３３を嵌める溝１３４を設けて
いる。このＯリング１３３は、接続管１３０が操作部ガイド部Ａに接続されると、接続管
１３０の上端部が締付ナット１２０の凹部１２３に挿入されて、締付ナット１２０の凹部
１２３の内周面に密接してシールする。
【００２３】
　接続管接続具１４０は、接続管１３０の上部寄りの端部に回転可能に設けられている。
具体的には、接続管１３０の上部の周囲に形成した浅溝部１３５に、接続管接続具１４０
を部分的に係合させて、接続管接続具１４０を浅溝部１３５に沿って回転可能にしている
。また、接続管接続具１４０を浅溝部１３５に係合させた状態で、接続管接続具１４０の
水平上面が接続管１３０の突出部１３２の下面に接する。そして、接続管接続具１４０の
内周部の上方に、後述する突起１４１を複数設けている。
【００２４】
　接続管１３０を操作部ガイド部Ａに接続する際には、接続管１３０の上端を操作部ガイ
ド部Ａに近づけた状態で操作部接続具１４０を回して、突起１４１を前述した締付ナット
１２０のガイド溝１２２に挿入し、さらに操作部接続具１４０を回し続けて突起１４１を
ガイド溝１２２のロック位置１２２ｃまで到達させて、接続管１３０の接続は完了となる
。
【００２５】
　操作ボタン１５０は、機構部１６２の内部から操作ボタン側に突き出たロッド１６３の
先端に装着される。操作ボタン１５０を押すたびに、操作ボタン１５０を押す力がロッド
１６３から機構部１６２に伝わり、レリースワイヤ１６０を介して排水栓蓋１９０を昇降
する。
【００２６】
　操作ボタン１５０は、前述したとおり、樹脂成形品１５１の上面を金属板１５２でカシ
メて化粧した化粧部１５０ａと、樹脂成形品１５１の側面に、フランジ部材の側面方向に
向けて突出するリブ１５３を形成した摺動案内部１５０ｂとを備えている。金属板１５２
の端部は、樹脂成形品１５１の内部に埋設されている。また、リブ１５３は、操作ボタン
１５０の上下方向に沿って複数条形成している。この複数のリブ１５３は、隣接するリブ
１５３の間にフランジ部材１１０の突起１３５が介在するような間隔をおいて形成されて
いる。また、本実施形態においては、リブ１５３の突出量は、化粧部１５０ａの外径とほ
ぼ同寸となっている。
　この操作ボタン１５０は、リブ１５３の外側端縁が、フランジ部材１１０の案内面１１
４に沿うようにして上下方向に摺動可能である。
【００２７】
　機構部１６２は、操作ボタン１５０を押すたびにロッド１６３が機構部１６２内に押込
まれて、機構部１６２内でレリースワイヤ１６０のインナーワイヤを押し込んで、操作ボ
タン１５０の進退動作をレリースワイヤ１６０に伝えるように機能する。また、使用者が
操作ボタン１５０から手を離すと、押込まれたロッド１６３を上昇させる復帰バネ（図示
せず）を内蔵して、操作ボタン１５０を上昇させるように機能する。さらに、本実施形態
では、機構部１６２の内部にラッチ機構（図示せず）を内蔵させ、押しボタン１５０を押
すたびに、高い位置と低い位置とに交互に押しボタン１５０が位置するようにして、排水
栓蓋１９０が排水口２１０を閉じる位置と排水口２１０を開く位置とに保持するようにし
ている。
【００２８】
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　この操作ボタン１５０は、樹脂成形品１５１の側面に形成されたリブ１５３の外側端縁
がフランジ部材１１０の案内面１１４に沿って上下に摺動する。そして、リブ１５３はフ
ランジ部材１１０の側面に向けて突出している。この突出量は、金属板１５２をカシメた
化粧部１５０ａの外径と同じ、もしくは、大きくしている。よって、操作ボタン１５０の
化粧部１５０ａの金属板１５２がフランジ部材１１０の案内面１１４を擦るのを抑制する
ことができる。そのため、操作ボタン１５０をスムーズに操作することができる。さらに
、金属板１５２の傷付きを抑えて、金属板１５２の光沢を長期にわたり維持することがで
きる。
【００２９】
　また、リブ１５３を上下方向に走るように複数形成した上で、フランジ部材１１０の案
内面１１４には、操作ボタン１５０に形成したリブ１５３とリブ１５３の間に介在する突
起１１５を形成している。
　操作ボタン１５０は、斜めから押されることによって、操作ボタン１５０を回転させよ
うとする力が加わり、操作ボタン１５０はフランジ部材１１０の内部で回ろうとする。操
作ボタン１５０が回ると指がすべって操作ボタン１５０を押す力がロスして、うまく操作
できないことがある。しかし、本実施形態の操作部構造によれば、操作ボタン１５０が斜
めに押されて回ろうとしても、リブ１５３と突起１１５が干渉するために操作ボタン１５
０は回ることがない。よって、操作ボタン１５０を押す力がロスせず、押し操作が行いや
すいものとなる。
【００３０】
　次に、操作部ガイド部Ａに接続管１４０を接続する構造について説明する。
　図５は操作部を浴槽のリム部に取り付ける状態を示す側面図、図６は図５と同じ状態に
おける操作部を示す中央縦断面図である。
【００３１】
　前述したように、接続管用接続具１４０は、その内周部の上方に突起１４１を設けてい
る。本実施形態では、９０度間隔で４個の突起１４１を設けている。
【００３２】
　また、操作部ガイド部Ａの一部を構成する締付ナット１２０は、その外周部に突起１４
１を差し込み可能なガイド溝１２２を、突起１４１と同じく４個設けている。このガイド
溝１２２は、締付ナット１２０の外周面を内方に凹ませて形成している。このガイド溝１
２０の凹みは、突起１４１がガイド溝１２０から外れて空回りしないように適度な深さに
なっている。また、ガイド溝１２２の手前を締付ナット１２０の下面に開放して、その開
放端から突起１４１を挿入するようにされている。
【００３３】
　ガイド溝１２２の奥には、差し込まれた突起１４１を動かぬように拘束するロック部が
設けられている。本実施形態においては、このロック部は、ガイド溝１２２の底面１２２
ｅを部分的に浅くする段部１２２ａで構成している。接続管接続具１４０をロックする際
には、接続管接続具１４０を回して突起１４１の頂点が段部１２２ａを乗り越えるように
力をかけて接続管接続具１４０を回転させることによって、突起１４１をロック位置１２
２ｃに到達させる。
　また、ガイド溝１２２の開放端から段部１２２ａの間に、ガイド溝１２２に受け入れた
突起１４１を斜め上向きに案内する傾斜ガイド部１２２ｂを設けている。
　さらに、ガイド溝１２２には、脱落防止部１２４を設けている。本実施形態では、この
脱落防止部１２４は、段部１２２ａより奥側、すなわちガイド溝１２２のロック位置１２
２ｃの下部に、外側に突出させた突出壁を設けることにより、突起１４１がガイド溝１２
２から外れないように構成している。これにより、接続管１３０が左右に傾くような方向
に力が加わった場合でも、この突出壁が、突起１４１のガイド溝１２２へのかかり代を大
きくするように働くので、接続管１３０が操作部ガイド部Ａから外れるのを防止すること
ができる。
【００３４】
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　接続管１３０を操作部ガイド部Ａに接続する際には、まず、接続管１３０の上端を操作
部ガイド部Ａに近づけた状態で操作部接続具１４０を回して、突起１４１を前述した締付
ナット１２０のガイド溝１２２に挿入する。次いで、操作部接続具１４０を回し続けて、
突起１４１をガイド溝１２２の傾斜ガイド部１２２ｂ内を移動させることによって接続管
接続具１４０を上方に移動させて接続管１３０の上端部を締付ナット１２０の下面に設け
た凹部１２３に徐々に挿入させる。この際、接続管１３０に取り付けたＯリング１３３も
接続管接続具１４０を回すことによって軽い力で凹部１２３に挿入される。そして、さら
に操作部接続具１４０を回して、突起１４１をガイド溝１２２のロック位置１２２ｃまで
到達させて、接続管１３０の接続は完了となる。
【００３５】
　このように、本実施形態では、接続管１３０に回転可能に付設されている接続管接続具
１４０を少し回すだけで、操作部ガイド部Ａに接続管１３０を接続することができる。そ
のため、従来のように、着脱可能なロック部材の装着ミスによって接続管が接続不良とな
ることはない。また、接続管接続具１４０は、締め込む量が大きい袋ナットではないから
、接続管接続具１４０を少し回すだけで接続できるので、接続作業も簡単であり、接続管
接続具１４０の作業ミスも起こりにくい。すなわち、簡単な作業で操作部ガイド部Ａに接
続管１３０を確実に取り付けることができるので、接続管１３０の取付け不良による不具
合を無くすことができる。
【００３６】
　また、ガイド溝１２２の奥に、突起１４１をロック位置１２２ｃに拘束する位置決め用
の段部１２２ａを形成したことにより、接続管接続具１４０が自然に抜けるのを防止でき
る。
【００３７】
　さらに、突起１４１がロック位置１２２ｃに到達して接続管１３０が操作部ガイド部Ａ
に接続された状態で、例えば、ホース１７０が斜めに引っ張られるなどして接続管１３０
を左右に傾ける方向の力が働いたとしても、ガイド溝１２２から突起１４１が外れるのを
脱落防止部１２４が防止するので、接続管１３０をより強固に接続することができる。
【００３８】
　また、締付ナット１２０にガイド溝１２２を設けたことにより、操作部ガイド部Ａを予
め浴槽２００のリム面２２０に取り付けた際に占める領域を小さく抑えることができる。
そのため、浴槽２００のリム面２２０の下方の作業空間を大きく確保することができ、例
えば、浴槽２００の裏側に被るような壁パネルの施工の作業性を高めることができる。
【００３９】
　さらに、ガイド溝１２２は、接続管１３０が操作部ガイド部Ａに徐々に挿入させる傾斜
ガイド部１２２ｂを有し、突起１４１を傾斜ガイド部１２２ｂで案内しつつ接続管１３０
を操作部ガイド部Ａに徐々に挿入することによって、接続管１３０に設けたＯリング１３
３を、操作部ガイド部Ａと接続管１３０との間に配設させるようにした。これにより、接
続管用接続具１４０を回転させて接続管接続具１４０を徐々に操作部ガイド部Ａ内に挿入
させる動きを利用して、操作部ガイド部Ａと接続管１３０の間にＯリング１３３を配設す
るので、Ｏリング１３３を操作部ガイド部Ａと接続管１３０の間に楽に押し込むことが可
能となる。
【００４０】
　続いて、本発明の第二の実施形態を説明する。
　図７は、第二の実施形態にかかる排水栓装置の操作部の概略縦断面図、図８は、第二の
実施形態にかかる排水栓装置の操作ボタンを押した状態の操作部の概略断面図、図９は、
図７のＸ－Ｘ断面図、図１０は、第二の実施形態における操作ボタンの側面図、図１１は
、第二の実施形態における操作ボタンの中央縦断面図である。
　なお、前述した第一の実施形態と共通する構成については、図面に同じ符号を付し、そ
の説明を省いている。
【００４１】
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　第二の実施形態における排水栓装置の操作部は、第一実施形態とは、操作ボタン１５０
の構造が異なっている。
　まず、この操作ボタン１５０は、リブ１５３の外側端縁が、金属板でカシメられた化粧
部よりも外方まで達するように、リブ１５３の突出量を大きくしている。これにより、カ
シメられた金属板１５２の側面が、フランジ部材１１０の案内面１１４に擦るのをより確
実に防ぐことが可能となる。
【００４２】
　また、操作ボタン１５０は、樹脂成形品１５１を芯金部１５１ａと露出部１５１ｂとに
分割している。芯金部１５１ａは、中心に孔があいた薄い円板状に形成された部品である
。この芯金部１５１ａの上面に、芯金部１５１ａよりも広い金属板１５２をおいて金属板
１５２の周縁部をカシメることにより芯金部１５１ａと金属板１５２とを一体化する。こ
の状態で、芯金部１５１ａに樹脂をインサート成形して、操作ボタン１５０を得る。芯金
部１５１ａを構成する樹脂と、インサート成形される樹脂とは、同質系の樹脂なので、両
者は成形後に分離することなく一体化される。この操作ボタン１５０の複数のリブ１５３
が、操作ボタン１５０の上面を金属板１５２でカシメる際に邪魔になり、樹脂成形品１５
１が完成した後に金属板１５２をカシメるのは困難である。しかし、このように、樹脂成
形品１５１を芯金部１５１ａと露出部１５１ｂとに分割し、芯金部１５１ａに金属板１５
２をカシメた後に、露出部１５１ｂをインサート成形するようにしたので、周囲にリブ１
５３がありながら、金属板１５２のカシメによる装飾を容易に行うことができる。
【００４３】
　また、このインサート成形によって、カシメられた金属板１５２の端部を樹脂で覆って
、金属板１５２の端部を樹脂に埋設している。カシメられた金属板１５２の端部には凹凸
が生じているが、その端部を樹脂で埋設しているので操作ボタン１５０の表面には金属板
１５２の凹凸が露出しない。これにより、操作ボタン１５０の見栄えがより一層良好なも
のとなる。
【００４４】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。
【００４５】
　本実施形態では、排水栓装置１００を浴槽２００に取り付ける例を説明したが、洗面ボ
ウルに取り付ける際にも本発明を適用可能である。また、操作ボタン１５０の取付対象部
として、やはり浴槽２００を例示して説明したが、浴槽２００に隣接するカウンターの上
面を操作ボタン１５０の取付対象部としてもよい。また、操作ボタン１５０を取り付ける
取付対象部は、水平面に限らず、垂直面あるいは傾斜面であってもよい。また、ラッチ機
構を機構部１６２に内蔵させるのに代えて、作動部１６５に内蔵させてもよい。
【符号の説明】
【００４６】
１００…排水栓装置
１１０…フランジ部材
１１１…円筒部
１１２…フランジ
１１３…雄ネジ
１１４…案内面
１１５…突起
１５０…操作ボタン
１５０ａ…化粧部
１５０ｂ…摺動案内部
１５１…樹脂成形品
１５１ａ…芯金部
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１５１ｂ…露出部
１５２…金属板
１５３…リブ
１６０…レリースワイヤ
１６２…機構部
１９０…排水栓蓋
２００…浴槽（水槽）
２１０…排水口
２２０…リム面（取付対象部）
２２１…貫通孔
Ａ…操作部ガイド部

【図１】 【図２】
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